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地域公共交通確保維持事業に係る計画　　
変更（案）について

資料３



地域公共交通確保維持事業に係る計画変更（案）
について

●地域内フィーダー系統（地域間交通ネットワーク（地域間幹線バス系統や

　鉄道など）と接続して支線として運行している地域公共交通）の確保維持

　を目的とした国庫補助金（地域内フィーダー系統補助）を得るために、

　運行回数や輸送人員などの計画を策定し、熊本運輸支局に提出する。

　今回【協議２】路線バス（玉名市街地循環線）の一部運休に伴い、計画を

　変更し、提出にあたっては事前に当会議の承認を得る必要がある。

　今回はR8年度事業（R7.10月～R8.9月）の計画変更について審議していた

　だく。

　

●玉名市が計画に記載する系統は2つ（バス２系統）

　　(1)玉名駅～九州看護福祉大学～新玉名駅　(2)玉名市街地循環線
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陸上交通様式第１（日本工業規格Ａ列４番）

玉市地第８号

令和８年５月８日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称 玉名市地域公共交通会議

住 所 熊本県玉名市岩崎 163番地

代表者氏名 会長 小山 晃生

地域公共交通計画変更届出書

令和７年９月２６日付け九運交企第８２号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を以下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出します。

○ 変更日 令和８年５月８日

○ 変更箇所

「２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果」内「（１）事業の目標」

の事業年度 R8（目標）と R10（目標）利用者数の変更

○ 変更理由

令和８年５月１１日から令和８年度８月３１日まで玉名市街地循環線を減便す

るため、その期間中の減便割合を算出し設定しなおしたため。

※本届出書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。

※「変更理由」は、具体的に記述すること。

(案)






















